


相談から支援までの流れ

①話すまずは地域の相談窓口へ

®見つめる生活の状況を見つめる

®作るあなただけの支援プランを

④始める支援決定・ サ ー ビス提供

相談窓口に配属されている支援員が応対します。イ可ら

かの理由で窓口まで来られない場合は、支援員が自宅

に訪問して相談を受けることもできます。

生活の困りごとや不安を支援員に話してください。生

活の状況と課題を分析し、「自立」に向かって寄り添い

ながら支援します。

支援員は支援を必要とする人の意思を尊重しながら、

自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、あなただ

けの「支援プラン」を一緒に作ります。

完成した支援プランは自治体を交えた関係者の話し

合い（支援調整会議）を経て正式に決定します。その支

援プランに基づいて各種サー ビスが提供されます。

®見守る 定期的なモニタリング

⑥自立する真に安定した生活へ
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各種サー ビスの提供がゴールではありません。支援を

必要とする人の状態や各支援の状況を支援員が定期的

に確認し、必要に応じてプランを再検討します。

支援の結果、困りごとが解決すると支援は終了です。

その後は、安定した生活を維持できているか、一定期

間、支援員によるフォロ ー アップが行われます。

相談窓口

①岸和田市自立相談支援センタ ー （岸和田市社会福祉協議会）

〒596-0076 岸和田市野田町1-5-5

TEL 072-439-8255/FAX 072-437-1500

相談日 月・火・水・木・金（祝日及び12月29日～1月3日を除く） 

相談時間 午前9時～午後5時30分

②市・福祉政策課（困窮者支援担当）
〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号

TEL 072-423-9141

※住居確保給付金の支給、一時生活支援事業担当

こんなことで
困って

いませんか？

•なかなか仕事が

見つからない。

•長い間働いて
いないので、

自信がない。

072-439-8255
相談は無料秘密厳守
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・病院に通院しているが

治療費が高い。

•9

・収入より

借金が多くある。

•生活費に

困っている。

・職に就かず

外出もしない

家族が心面i
・近所の人と

住まい
・家賃が払えず、家を

出ていかなければ

岸和田市自立相談支援センタ ー 大阪府岸和田市野田町1丁目5番5号（市立福祉総合センタ ー 内）


